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資料 １ 
 

新潟市地域と学校パートナーシップ事業運営協議会開催要綱 
 

（目的） 
第１条 本市において，市の設置した小学校，中学校，中等教育学校，特別支援学校及び高等学校（以

下「学校」という。）が，さらなる学校教育活動の充実を図り，地域全体で学校を支援する体制整備を
図るため，次に掲げることについて，関係行政機関，関係団体，学識経験者から意見を聴取し，多方
面から意見交換を行うことを目的として，新潟市地域と学校パートナーシップ事業運営協議会（以下
「協議会」という。）を開催する。 
（１）本市における社会教育法第五条第２項に基づく地域学校協働活動の推進に関する協議・検討に

関すること。 
（２）広報活動，地域教育コーディネーターの養成に関すること。 
（３）事業実施後の検証・評価に関すること。 
（４）その他地域と学校パートナーシップ事業に関すること。 
（委員構成） 

第２条 協議会は，委員１０名以内で構成する。 
２ 委員は，次の各号に掲げる者のうちから構成する。 
（１）学識経験者 
（２）コミュニティ協議会関係者 
（３）学校関係者 
（４）社会教育関係者 
（５）ボランティア団体関係者 
（６）行政関係者 
（委員任期） 

第３条 委員の任期は，２年以内とする。ただし，任期中に委員が交代するときは，後任者の任期は，
前任者の残任期間とする。 
２ 委員は，再任されることができる。ただし，通算の在任期間が６年を超えて再任することはでき
ない。 

（委員長及び副委員長） 
第４条 協議会に委員長及び副委員長各１名を置き，委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は，協議会の進行を行う。 
３ 副委員長は，委員長が欠席した場合その職務を代行する。 
（会議） 

第５条 協議会の会議は，必要の都度教育長が招集する。 
２ 教育長は，必要があると認めるときは，協議会の会議に関係者の出席を求め，意見を聴き，若し 
くは説明をさせ，又は資料の提出を求めることができる。 

３ 協議会の会議は公開とする。 
（事務局） 

第６条 協議会の庶務は，教育委員会地域教育推進課において処理する。 
（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，教育長が別に定める。 
  附 則 

この要綱は，平成２０年５月３０日から施行する。 
  附 則 

この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 
 附 則 
この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。 
 附 則 
この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は，令和３年１０月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は，令和４年７月１日から施行する。 
 







文部科学省補助事業「地域と学校の連携・協働体制構築事業」 

令和４年度 地域と学校パートナーシップ事業の概要 

 

新潟市教育委員会 地域教育推進課  

 

１ 事業の目的 

   本事業は，学校がさらなる学校教育活動の充実を図るとともに，豊かなコミュニティづく

りのため，地域と共にある学校づくりを推進し，学校と社会教育施設，地域との様々な活動

を結ぶネットワークづくりや協働事業を実施し，学・社・民の融合による教育を進めること

を目的とする。 

 

２ 根拠になるもの 

  ○教育基本法（平成１８年１２月２２日施行）  

第１３条 

    学校，家庭及び地域住民その他の関係者は，教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚

するとともに，相互の連携及び協力に努めるものとする。 

  ○学校教育法（平成２０年４月１日施行，平成２３年６月３日最終改正）  

第２１条 

第１項 学校内外における社会的活動を促進し・・・・ 

第２項 学校内外における自然体験活動を促進し・・・・ 

第３項 我が国と郷土の現状と歴史について，正しい理解に導き・・・ 

   第４３条 

    小学校は，当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとと

もに，これらの者との連携及び協力の推進に資するため，当該小学校の教育活動その他の

学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。 

（「小学校」の部分を「中学校」に読み替える） 

  ○ 社会教育法（最終改正平成２９年，新第５条第２項等より） 

第５条 

教育委員会は，地域住民その他の関係者が学校と協働して行う地域学校協働活動の機会

を提供する事業を実施するに当たっては，地域住民等の積極的な参加を得て当該地域学校

協働活動が学校との適切な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるよう，地域住民等と学

校との連携協力体制の整備，地域学校協働活動に関する普及啓発その他の必要な措置を講

ずるものとする。 

○ 学習指導要領総則  

   小学校～第１章 第４－２－（１２），中学校～第１章 第４－２－（１４） 

    学校がその目的を達成するため，地域や学校の実態等に応じ，家庭や地域の人々の協力

を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。 

 

○新潟市教育ビジョン第４期実施計画（令和２年３月策定） 

【中心的な考え方のテーマ】 これからの社会をたくましく生き抜く力の育成 

     ～学・社・民の融合による人づくり，地域づくり，学校づくり～ 

    【視点３】地域と共にある学校づくりの推進（基本施策９－１） 

○新潟市地域と学校パートナーシップ事業実施要綱（平成１９年４月１日施行） 

資料 ３ 



３ 実績の推移 

 (1) 実施校数，地域教育コーディネーターの人数 

 

 

 

年度 
市単独 

事 業 

文部科学省「地域と学校の連携・協働体制構築事業」（令和元年度より） 
実施校 

合計 

委託事業 
（国10/10）20～22年度 

補助事業 
（国1/3・市2/3）21年度～ 

 

19年度 8 校 ― 8 校 

20年度 

 

40 校（小学校32，中学校8） ― 40 校 

21年度 40 校（小学校32，中学校8）  24 校（小学校15，中学校9） 64 校 

22年度 40 校（小学校32，中学校8）  65 校（小学校42，中学校23） 105 校 

23年度 22 年度で委託事業が

終了し，対象校40 校

は H23 年度から補助

事業に移行 

※1 

学校の統廃合による減 

139 校（小学校96，中学校43） 139 校 

24年度 158 校（小学校103，中学校54，中等教育学校１） 158 校 

25年度 173 校（小学校１１３，中学校５７，中等教育学校１，特別支援学校2） 
173 校 
（全校実施） 

～   

30年度 165 校（小学校１06，中学校５6，中等教育学校１，特別支援学校2）※1 
165 校 
（全校実施） 

R1年度 166 校（小学校１06，中学校５6，中等教育学校１，特別支援学校2，高等学校1） 
166 校 
（全校実施） 

R2年度 167 校（小学校１06，中学校５6，中等教育学校１，特別支援学校2，高等学校2） 
167 校 
（全校実施） 

R3年度 167 校（小学校１06，中学校５6，中等教育学校１，特別支援学校2，高等学校2） 
167 校 
（全校実施 

R4年度 167 校（小学校１06，中学校５6，中等教育学校１，特別支援学校2，高等学校2） 
167 校 
（全校実施） 

年度 小学校 中学校 中等教育学校 特別支援学校 高等学校 計(人) 備考 

１９ ９ ― ― ― ― ９  

２０ ３８ １４ ― ― ― ５２  

２１ ６９ ３４ ― ― ― １０３  

２２ １０４ ５０ ― ― ― １５４  

２３ １４３ ７５ ― ― ― ２１８  

２４ １５８ ８９ １ ― ― ２４８  

２５ １７０ ９５ １ ３ ― ２６９  

２６ １８０ ８９ １ ４ ― ２７４  

２７ １７３ ９７ １ ２ ― ２７３  

２８ １９２ １００ １ ２ ― ２９５  

２９ １９６ ９９ １ ２ ― ２９８  

３０ １９２ ９６ １ ２ ― ２９１  

Ｒ元 １９６ １００ ２ ２ １ ３０１  

Ｒ２ １９３ ９３ ３ ２ １ ２９２  

Ｒ３ １９５ ９５ ２ ４ ２ ２９８  

Ｒ４ １９１ ９６ １ ３ ２ ２９３ 兼務１７名 

～ ～ ～ 



 (2) 事業数，のべボランティア数，地域貢献活動数   
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４ 事業内容 

各校では，地域教育コーディネーター（以下，コーディネーター）が核となり，次の4点を柱

に「学・社・民の融合による教育」を推進 

 

（１）  学校と社会教育施設，地域活動を結ぶネットワークづくり 

学校，社会教育施設，地域活動の三者が，子どもの健全育成のためにどのような「思い」

や「めあて」をもって，どのように活動しようとしているのか，学校（地域教育コーディネ

ーター）が情報交流拠点となって，それぞれがより効果的な活動となるよう意思疎通を図る

こと。さらに進んで，相互にできる範囲で協働していけるように調整を図ること。 

 

（２）  学校の教育活動・課外活動における地域人材の参画と協働 

学校の教育活動や課外活動の充実を図るために，学校支援ボランティアとして地域人材を

活用すること。持続的な学校支援となるように，学校支援ボランティアを組織化することが

望ましい。なお，学校が地域から支援を得るだけでなく，児童生徒が地域に出て貢献活動や

交流活動をすることも含む。活動の「ねらい」や「方策」「評価」等について，教職員と地

域住民が，対等な立場で忌憚なく意見を交わし合い，協議し，共有化することで，教育効果

を最大限に高めることができる。 

 

（３）  学校における地域の学びの拠点づくり 

学校の教育資源（ひと・こと・もの）を活用し，地域住民の生涯学習の場を提供すること。

具体的には，学校の教育活動に関連して（学校行事，ＰＴＡ活動等）地域住民に学びの場を

提供する，学校教育に支障がない範囲内で，学校の施設・設備を地域住民の学び（文化活動，

学習活動，地域づくり及び交流）のために提供する，など。 

 

（４）  学校の教育活動の様子を地域へ発信 

地域教育コーディネーターが中心となって，様々なメディアを活用して，保護者や地域，

社会教育施設等に学校の教育活動の様子を情報発信すること。子どもや孫がいない世帯にも

学校教育に関心をもってもらうよう促すことが肝要である。最近では，コミュニティ協議会

や区役所等と連携し広報活動を行ったり，ラジオやケーブルテレビ，ホームページなど各種

メディアを活用したりして，情報発信を工夫している例も増えている。 

 

５  令和３年度の成果と課題                       

それぞれの立場からみた成果 

（１） 子どもにとって 

   ・ 新型コロナウイルス感染症の影響がある中でも，当事業の取組は，子どもたちの学力の 

    向上，社会性の育成，自己肯定感の伸長を後押ししている。 

・ 学習や活動が制約されてから２年が経ち，子どもたちは，「校内外の人たちとのかかわ

り」を求めている。学習や体験活動で，子どもが地域の大人とかかわり，認められ，ほめ

られる場が生まれ，そのことが子どもたちの健やかな成長を支えることにつながってい

る。 

  （２） 地域にとって 

・ ボランティアの受け入れはガイドラインに沿って行われている。長引く感染症の影響も 

 あり，昨年度は「ボランティアの実人数は一昨年度より減少し，延べボランティア数は微    



増」という状況となっている。 

   ボランティアからは，「子どもたちと一緒にいると元気が出る」「子どもたちや学校の 

 役に立てている実感がある」「子どもたちとの活動が生きがいになってる」「コロナの影 

  響はあるが，子どもたちのためにできることを考えていきたい」という声が聞かれる。        

    （３） 学校にとって 

・ 「現状でできることは何か」「どのような配慮が必要か」「学校の考えを地域にどう伝 

 えていくか」などの点にかかわって，地域教育コーディネーターと地域連携担当教職員， 

  管理職がコミュニケーションをとり，重点化を図りながら取組を進める体制が整ってきて 

 いる。 

     ・ 学校の考え，子どもたちの学びや活動の姿を地域との話合いの場などで伝え，学校だよ 

 り，コーディネーター通信などで発信することで，保護者や地域住民が学校の教育活動を 

  をより理解し，「自分たちにできること」を考える機会となっている。 

 

（４） 社会教育施設等にとって 

・ 昨年度は，事業研修会でのプレゼンテーションの中で，学校と社会教育施設との連携の 

 在り方や，取組の具体例を取り上げた。 

  感染症禍の中にあっても，公民館・図書館との交流や連携を様々な配慮，工夫をして行 

  っている学校，そして，社会教育施設との連携の在り方を探っている学校などがある。学 

  校運営協議会制度の導入初年度の取組がスムーズにいくよう，上記のような取組を今後も 

  周知していきたい。 

 

 令和元年度～３年度の課題に応じた方策からみた成果 

（１） 「その学校らしさのための『重点化』及び「目標共有の会を経ての『役割分担』 」 

   について 

・ 「重点化」については，各校が「学校支援活動」「地域貢献活動」「地域交流活動」

「学びの拠点づくり」から自校の教育ビジョンを踏まえて選択し，取組を進めている。 

・ 「目標共有，役割分担」の意義については，年間３回の事業研修会において，学校運営協

議会制度導入に向けた動きと関連させて説明を行い，あわせて，校内研修用のスライドのテ

ーマや事業通信の内容にも反映させるようにしてきた。研修会アンケートの記述や，新任コ

ーディネーター研修及び区ごとの研修会での協議・情報交換の様子からは，地域との目標共

有，役割分担の大切さについて理解が進み，意識が高まってきていることが感じられる。  

     （２） 研修の充実について 

 ・ 昨年度は感染症対策の徹底を図った上で全３回の「地域と学校パートナーシップ事業研

修」を開催し，その中でテーマに沿った情報交換も実施することができた。研修会後のア

ンケートでは，区ごとの話合いや区を越えての情報交換について評価する声が多く寄せら

れた。また，「パートナーシップ通信 縁の下」の発行を続け，７月上旬には校務支援シ

ステムに「校内研修用スライド」のデータを格納し，各校での活用を促した。 

      ・ 各区教育支援センターが研修幹事とともに「区研修」の企画・運営にあたった。それぞ

れの区で「地域教育コーディネーターの職務内容についての講話」「コミュニティ・スク

ールについての講話」「地域の教育資源についての講座」「コロナ禍における取組につい



ての情報交換」などを基に学びを深めることができた。感染症の影響が続く状況の中，区

研修は，各校と支援センターが結びつきを強め，コーディネーター同士のネットワークづ

くりができる貴重な機会にもなっている。 

  （３） 地域教育コーディネーターの勤務環境の改善について 

     ・ 感染症の影響で，コーディネーターの勤務環境は，「計画が立てづらい」「計画の見直

しが必要になる」といった状況が続いている。配当した勤務時間についても，余剰時間を

正確に計算して返納する学校，計画的に執行した上で再配当を希望する学校があるなど，

各校の事情により，大きな違いが出ている。 

 また，昨年度終盤のオミクロン株流行により，１～３月はボランティアの受け入れも制

約せざるを得ない状況となった。 

・ 昨年度はコーディネーターの勤務の状況などを考慮し，勤務実態調査は行わないことと

した。一昨年度までの調査結果を改めて分析すると，複数制採用校の地域教育コーディネ

ーターは，複数制に対して，ほぼ全員がそのよさを感じている。学校運営協議会制度の導

入にあたり，「地域とのネットワークづくりの強化」と「コーディネーターの多忙化解

消」の観点から，複数制配置をより一層，推し進めていく。 

・  コーディネーターの業務用パソコンを他の教職員と同じように校務支援システムにつな

ぎ，校内外の連絡や，地域教育推進課からの直接の連絡などができるようになった。この

ことにより，情報の伝達・共有がよりスムーズに行われるようになっている。 

（４） 市民への周知の推進 

・ 「地域と学校ウェルカム参観日」を取組の重点化（実施校を８校とし，予算などを厚く 

  して配当）を図って継続実施した。実施校においては感染症対策の徹底，活動形態の工 

  夫をし，児童生徒の学びの姿を公開した。また，デルタ株・オミクロン株の流行時期に 

  は，区民や市民の参観を中止し，公開の方法を再検討し，後日のビデオ上映・写真や資 

  料などの掲示，当日の学習活動の動画配信（対象者限定）などの工夫をして実施した学 

  校もあった。このような取組により，感染症の影響を受けながらも，各校では様々な形  

  で地域との連携・協働が進められていることを発信することができた。 

    ・ 区教育支援センターと連携し，市報や区だよりに「事業の理念・概要」「各校の取組」

などを掲載したことで，「地域との連携・協働の意義，実践の様子」を広く市民に周知す

ることができた。 

 

今後の課題と事業推進の方向 

 

〇 感染症の影響が続いている状況であるからこそ，「学・社・民の融合による教育」の 

 意義，学校と地域が連携・協働する意義を学校と地域が再確認し，中・長期的な視点で 

 充実を図っていけるよう，教職員や社会教育関係者，地域団体などが連携・協働できる 

 環境づくりを進める必要がある。 

〇 学校運営協議会制度の導入後は，「目指す子ども像」「目指す地域像」などを共有 

し，「それぞれの団体が，何をどこまで担うのか」を話し合い，できる取組を進めてく

ことが重要になる。どの学校でも「重点化」と「目標共有の会を経ての役割分担」がよ

りよい形で進められていくよう，区教育支援センターと連携して各校への情報発信やサ



ポートに一層，力を入れていく。そのような取組が，毎年，課題として挙げられている

「教職員の負担軽減」にもつながっていくものと考える。 

    〇 「目標共有の会を経ての役割分担」を推進していくためにも，感染症禍における研修 

のもち方や広報活動の在り方を検討・工夫し，事業に対する教職員や保護者・地域住民

の一層の理解を促していく必要がある。 

    〇  今年度から，学校運営協議会制度が市内の小・中・中等教育・特別支援学校で導入

される。各校の地域教育コーディネーター，地域連携担当教職員には，自校の学校教

育ビジョンを理解し，それぞれ「学校と地域との橋渡し」「地域教育コーディネータ

ーと教職員との橋渡し」を行っていくことが求められる。全体研修会の内容の工夫や

「事業通信」の発行，区教育支援センターと連携した情報発信及び問い合わせへの対

応などにより，そのような不安を払拭できるよう努めていく。 

 当事業は，学校運営協議会制度と「前輪と後輪」の関係であり，当市の教育行政の

大きな柱となるものである。新型コロナウイルス感染症の影響により，地域との連

携・協働を進めていく上で様々な工夫や配慮が求められる状況は，しばらくの間，続

くものと思われる。学校運営協議会制度の導入初年度，各校で「学校の重点を踏ま

え，取り組んでいきたいこと」「目標共有と役割分担」をはじめとする熟議や取組が

よりよい形で進められていくよう，引き続き研修の実施や情報発信などの支援に努め

ていきたい。 

 

６ 令和４年度の事業 

（１） 事業推進に向けた方策 

  ① 取組の重点の明確化 

   ・『目標共有の会』を経ての『役割分担』の一層の推進（学校運営協議会などの場で） 

  ② 「特色ある教育活動」の市民への周知の推進 

  ・地域と学校ウェルカム参観日の開催による事業の周知 

  ・各種たより等による事業の周知 

③ 持続可能な事業のための研修の充実 

   ・教職員を対象とした校内研修充実の支援（スライドデータの配付） 

   ・新任地域教育コーディネーター研修の開催 

 ④ 地域教育コーディネーターの勤務環境の改善 

  ・会計年度任用職員としての任用（３年目） 

  ・複数制の推進 

 

（２） 地域教育コーディネーターの勤務 

  ① 身分  パートタイム会計年度任用職員（1年間の任用） 

  ② 待遇 

   ・報 酬 … 1時間1,200円  

   ・保 険 … 健康保険・厚生年金保険・雇用保険適用なし，公務災害の対象          

   ・交通費 … 通勤手当（2km以上），市内出張等旅費の費用弁償あり（車の場合＠22円/km） 

  ③ １校当たりの年間勤務時間 

小学校 ９学級以下…585時間,10～19学級…635時間,20学級以上…675時間 

中学校 ９学級以下…480時間,10～19学級…530時間,20学級以上…570時間 

中等教育学校…850時間  特別支援学校…635時間  高等学校…400時間 



 

※ コーディネーターを複数配置する学校に，年間10時間（予定）を追加配当する。 

※ 各校，週16時間の勤務を原則として実施しているが，校長の判断により勤務内容に応じ

た勤務時間の柔軟な対応は可能である。 

※ 新任コーディネーターや区研修幹事など，特別な役割を担うコーディネーターに対し出

務時間を特別配当する。 

 

（３） 事業費等（１校当たり） 

  ① 配当額（食糧費，郵便料相当の総額） 

 

小学校 ９学級以下…8,000円,10～19学級…10,000円,20学級以上…12,000円 

中学校 ９学級以下…8,000円,10～19学級…10,000円,20学級以上…12,000円 

中等教育学校…12,000円  特別支援学校…10,000円  高等学校…12,000円 

 

    ※ 需用費に関しては，学校配当予算からの執行を可能とした。 

② 電話料   コーディネーター専用の携帯電話（学校に１台）昨年度に全台新規入替 

③ 賃借料   パソコン,プリンター，デジタルカメラ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（4） 本事業にかかる研修   

① 地域と学校パートナーシップ事業研修会 

 第１回 第２回 第３回 

趣旨 

 

 

・今年度の事業概要を知る。 

・関係者の顔合わせと区の研修計

画の立案をする。 

・地域連携における校長のマ

ネジメントのあり方を知る

。 

・事業を推進するために必要な

実務上のスキルを学ぶ。 

 

日時 

会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜北・東・江南区の 

全ての学校＞ ※ 

令和４年５月１１日（水） 

 １４：３０～１６：３０ 

 会場：東区プラザ 

＜秋葉・南・西蒲の 

全ての学校＞ 

令和４年５月１３日（金） 

 １４：３０～１６：３０ 

 会場：黒埼市民会館 
＜中央・西区の全ての学校＞ 

令和４年５月１７日（火） 

 １４：３０～１６：３０ 

 会場：黒埼市民会館 

令和４年８月１日（月） 

 １４：３０～１６：３０ 

 会場：総合教育センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小学校，特別支援学校＞ 

（北・東・中央・江南） 

令和４年１１月１６日（水） 

 １４：３０～１６：３０ 

 会場：黒埼市民会館 

（秋葉・南・西・西蒲） 

令和４年１１月２１日（月） 

 １４：３０～１６：３０ 

 会場：黒埼市民会館 
＜中学校，中等教育学校， 

        高等学校＞ 

令和４年１１月２５日（金） 

 １４：３０～１６：３０ 

 会場：黒埼市民会館 

対象 

 

地域連携担当教職員 

地域教育コーディネーター 
公民館職員，図書館職員 

新任校長 

 

地域連携担当教職員 

地域教育コーディネーター 
公民館職員，図書館職員 

内容 

 

 

１ 今年度の事業方針説明 

２ 情報交換および区研修の計画

づくり 

１ 研修説明 

２ 講義 

３ グループワーク 

１ 全体研修 

２ グループワーク 

 

※ 区研修実施のための研修幹事会  
第１回 令和４年７月 ５日（火）１４：３０～１６：３０  東区プラザ 

            第２回 令和５年１月２０日（金）１４：３０～１６：３０   東区プラザ 
②  新任コーディネーター研修 

 第１回 第２回 

日 時 

会 場 

 

令和４年４月２１日（木） 

 １４：３０～１６：３０ 

 会場：東区プラザ 

令和５年１月１７日（火） 

 １４：３０～１６：３０ 

 会場：黒埼市民会館 

対 象 新任コーディネーター 新任コーディネーター 

内 容 

 

 

・パートナーシップ事業の理解 

・コーディネーターの服務・勤務の理解 

・コーディネーターの実務の理解 

・パートナーシップ事業の理解 

・コーディネーターの服務・勤務の理解 

・１年間の振り返りと今後の取組 

③ 教職員対象の研修 

 

研修会名 開催月 対 象 備 考 

中堅研修 7月～ 教職員 期間内に市総合教育センターＨＰの動画を視聴 

新任転入事務職員研修 7月 新任事務職員 対面で実施 

ミドルリーダー研修 9月 教職員 対面で実施 



地域教育推進課

1

今後の事業推進に向けた取組と課題

持続可能な事業システムの構築
　事業開始１６年目を迎える。コミュニティ・スクール（ＣＳ）
導入元年において，ＣＳの推進力となるパートナーシップ
事業の持続可能なシステム構築を目指す。

1-1

学習指導要領の理念
「社会に開かれた教育課程」の実現への対
応

◇「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた当事業の在り方につ
いて，各種取組を通して検証していく必要がある

令和４年度の取組 ご意見

「社会に開かれた教育課程」の実現
①　教育課程を介してその目標を社会と共有。
➡　教育総務課（ＣＳの導入）

②　求められる資質・能力とは何かを，教育課
程において明確化し，育んでいく。
➡　学校支援課（学習指導要領の実施）

③　教育課程の実施に当たって，地域の人的・
物的資源を活用したり，放課後や土曜日等を活
用した社会教育との連携を図ったりし，学校教
育を学校内に閉じずに，その目指すところを社
会と共有・連携しながら実現させること。
➡　地域教育推進課（地域と学校パートナーシッ
プ事業）

「重点化」と学校運営協議会などにおける「目
標共有」「役割分担」にかかわる進捗状況や事
業推進の状況について情報提供と働きかけを行
う。

◇重点化や目標共有，役割分担により，事業の取組が充実するこ
と，また多忙化解消にもつながっていくことをより多くの教職員に理解
してもらう必要がある。

令和４年度の取組 ご意見

・地域教育コーディネーターの複数配置を推
進，年５回の公募を実施する。
・「実施計画書」「実施報告書」の記載事項の
重点化を図る。
・研修会や，校内研修資料（スライド）で「重
点化」と「目標共有，役割分担」について取り
上げ，各校での確実な取組を促す。
・パートナーシップ事業の推進が多忙化解消に
つながっている事例を紹介していく。

1-2

校内体制の確立
◇校内研修の確実な実施などにより，地域連携の意義や，今後の取
組の方向性などについて，全教職員がしっかりと共通理解する必要
がある

令和４年度の取組 ご意見

・学校マネジメント研修で説明を行う。
・新任校長を対象とした事業研修を実施する。
※8月１日に研修会を実施済み
・地域連携担当教職員の校務分掌への位置づけ
と職責の明確化を図る。
・地域教育推進課作成のスライド（パワーポイ
ント）を活用した校内研修を実施する。

1-3

地域教育コーディネーターを含めた学校職
員の多忙化解消

資料4



　

２ 市民への周知，広報活動

3 市立高等学校への事業の拡大

1-4

地域教育コーディネーターの服務・勤務と研
修

◇全ての地域教育コーディネーターが自身の服務・勤務，職務内容
について理解を深めていく必要がある。また，新任コーディネーター
が見通しをもって職務に取り組めるようにしていく必要がある。
◇全体研修会，区研修会の実施方法の工夫（感染症対策）が必要で
ある。

令和４年度の取組 ご意見

・感染症対策を徹底して事業研修会を実施す
る。
・「パートナーシップ事業通信　縁の下」によ
る情報発信を行う。
・新任コーディネーター研修会において，経験
豊富なコーディネーターの講演を行う。
・研修幹事の選任，区の実態や必要感に応じた
区研修を実施する。

　市民への調査によると当事業の認知度は高いとはいえない。
今年度導入されたＣＳと当事業とのつながりを広く市民に周知
し，多くの市民の参画により事業を発展させていく必要がある。

2-1

学校からの情報発信の推進
◇地域と学校ウェルカム参観日の実施方法を工夫し，継続していく必
要がある。

令和４年度の取組 ご意見

・「地域と学校ウェルカム参観日」を実施す
る。
・広報活動の充実を図る。

3-1

各校の「年度の重点」をより踏まえた事業の
推進

◇事業推進について，小・中学校，中等教育学校との情報共有を進
めていく必要がある。
◇市立高等学校，県立高等学校それぞれの取組の実際や成果，課
題を共有できる仕組みづくりも課題である。

令和４年度の取組 ご意見

・高等学校を訪問し，進捗状況を視察する。
・研修会，市民向けの講座での高等学校の取組
の周知を図る。

　新学習指導要領の内容を踏まえ，地元への誇りと愛着
を育む。

2-2

マスメディアとの連携
◇本事業に関する報道は「学校での特色ある取組」といった内容にな
ることが多く，事業の意義や成果などがクローズアップされにくい状況
にある。

令和４年度の取組 ご意見

・市報・区だより，新聞等掲載の際の「地域と
学校パートナーシップ事業」の文言挿入を奨励
する。
・市報への連載等，広報活動の充実を図る。


